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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

　
平成23年６月23日に提出いたしました第24期（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）有価証券

報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提

出するものであります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

２ 【訂正事項】

第２　【事業の状況】

　２　【生産、受注及び販売の状況】　　　　　　　　　　　　

 (4)販売実績

　

第４　【提出会社の状況】

　６　【コーポレート・ガバナンスの状況等】

 (1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

　③役員報酬の内容
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３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

　
第２　【事業の状況】

　２　【生産、受注及び販売の状況】　　　　　　　　　　　　

 (4)販売実績

（訂正前）

セグメントの名称

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)前年同期比

金額(千円) 金額(千円)

　情報誌関連 6,035,983 5,761,97495.4％

　配布関連 1,152,352 955,29183.0％

　FC関連 346,558 274,95091.4％

　営業支援関連 581,582 717,097111.8％

　その他 621,908 536,11388.3％

合計 8,738,385 8,254,42694.4％

(注)　金額には、消費税等は含まれておりません。

　

（訂正後）

セグメントの名称

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)前年同期比

金額(千円) 金額(千円)

　情報誌関連 6,035,983 5,761,97495.5％

　配布関連 1,152,352 955,29182.9％

　FC関連 346,558 274,95079.3％

　営業支援関連 581,582 717,097123.3％

　その他 621,908 536,11386.2％

合計 8,738,385 8,245,42694.4％

(注)　金額には、消費税等は含まれておりません。
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第４　【提出会社の状況】

　６　【コーポレート・ガバナンスの状況等】

   (1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

③ 役員報酬の内容

（訂正前）

　 員数 基本報酬（千円） 報酬等の総額（千円）

取締役 4 105,358 99,205

監査役 ─ ─ ─

社外役員 3 8,412 8,412

(注) １　取締役の報酬限度額は、平成12年６月29日開催の第13期定時株主総会において、年額２億円以内と決議してお

ります。なお、取締役個々の報酬につきましては、取締役会において決議しております。

(注) ２　監査役の報酬限度額は、平成12年６月29日開催の第13期定時株主総会において、年額5,000万円以内と決議して

おります。なお、監査役個々の報酬につきましては、監査役会の協議によって定めております。

　
（訂正後）

　 員数 基本報酬（千円） 報酬等の総額（千円）

取締役 4 99,205 99,205

監査役 ─ ─ ─

社外役員 3 8,412 8,412

(注) １　取締役の報酬限度額は、平成12年６月29日開催の第13期定時株主総会において、年額２億円以内と決議してお

ります。なお、取締役個々の報酬につきましては、取締役会において決議しております。

(注) ２　監査役の報酬限度額は、平成12年６月29日開催の第13期定時株主総会において、年額5,000万円以内と決議して

おります。なお、監査役個々の報酬につきましては、監査役会の協議によって定めております。
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